
作成日 平成　 年　 月 日
更新日 平成　 年　 月 日

１　施策の目的と指標
① 対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等 ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）＊数字は記入しない

単位
A
B
C

② 意図（対象がどのような状態になれば良いのか） ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標）＊数字は記入しない

単位

成果指標の測定企画（実際にどのように実績値を把握するか）

２　指標等の推移

実績値

２５年度２３年度
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千円
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目標値

実績値
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A ㎏

みどり豊かな環境と共生するまちづくり

廃棄物の抑制とリサイクルの推進

総合
計画
体系

基本計画期間における
施策の方針

実績値

目標値

対象指標 B

国庫支出金

A,B:一人当たりのごみの量、事業所当たりのごみの量は菊池環境保全組合にて
把握可能
C:一人当たりのリサイクルした資源の量は、菊池環境保全組合と再資源化団体回
収補助事業によって把握可能（　（美化センター資源物回収量＋再資源回収補助
実績）÷人口）

政策No.

施策No.

政策名

数値区分指標名

施策名8

市民、市内事業所

２４年度

・廃棄物を減らす
・資源としてリサイクルする
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事業所
見込み値

単位

A 人
見込み値

見込み値
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施策マネジメントシート１（25年度目標達成度評価）
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実績値
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198.7

課長名

総務課、農政課、上下水道課、学校教育課、市民
課

後藤　俊彦
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人

㎏

㎏
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市内事業所数(契約数)
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部長名 古武城　卓
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基本計画期間における施策の目標
設定とその根拠

（水準の理由と前提条件）
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２１年度現状値
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42.5
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49,056
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664,140
450,591
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30,033
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56,829
57,367
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1,904
42.5
43.9
41.9
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0

49,896
0

492,458
543,683
338,506
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6,521

26,546
570,229
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58,237

376
352
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168.4
198.8
1,600
1,545
2,004
43.0
45.2
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0

41.2

0
0
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0

481,551
535,110
311,768
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6,915

27,549
562,659
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1,550
1,475

43.5
46.4

6,526

11
0

105
0

52,505

149.2

0
485,866
538,476
301,386

280

26,567
565,043

58,474

379

196.0

1,500
1,405

44.0
47.5

639,157

11
0

416,088
306

6,426
26,160

一人当たりのごみの量(年）

事業所から出るごみの総排出量

Ａ：市民一人当たりのごみ量（年)については、合併後ごみの分別の徹底によるリサイクル化の推進、ダンボール
コンポストモニター事業を展開して、ごみの減量化の啓発を図ってきた結果、市民の関心が高まり平成19年度か
ら平成20年度にかけて大幅に減少した。しかし、成り行き値は、市民の減量化への取り組みも一定の定着を見た
が、転入者の増加やまだ関心を持たない市民もいることを考慮し、平成27年度の成り行き値を平成21年度水準
を下回る程度の196ｋｇと設定した。目標値は、出前講座、減量化コンテスト、環境フェスタ、資源物回収運動の市
民啓発、ダンボールコンポストの本格実施、生ごみ処理器設置事業補助制度の広報の強化等によりさらなる減
量に取り組むとして、平成27年度149.2ｋｇと設定した。
Ｂ：事業所から出るごみの総排出量については、清掃工場処理料金の改定（値上げ）や分別の徹底等により減
少してきたが、平成21年度では事業所のごみ処理に関する契約数が39増加したこともあり、若干の増が見られた
と考えられる。しかし、平成23年度からは事業所から排出される紙類が東部清掃工場へ搬入出来なくなるため減
少すると考えられますが、契約事業所の増等も考慮して、平成27年度の成り行き値を1,500ｔと設定した。目標値
は、契約事業所の増も予想されるが、ごみ搬入検査や分別の徹底、資源化の推進等によりさらなるごみの減量
化に取り組むことで、平成27年度の目標値を1,405ｔと設定した。
Ｃ：一人当たりのリサイクルした資源の量では、資源物の分別品目を増やしたこと等により平成19年度は増加し
た。さらに平成23年度より可燃ごみに含まれているプラスチック類が資源物へ追加されることから、成り行き値
は、平成27年度44.0ｋｇと設定した。
目標値は、市民と資源回収団体の積極的な取り組みによる分別や回収の徹底を図ることにより、平成27年度の
目標値を47.5ｋｇと設定した。

①廃棄物の抑制や資源のリサイクルを促進し、環境への負荷が少ない循環型社会の構築を目指
す。

665,317
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0

47,654
0

591,398

総務部
環境衛生

一人当たりのリサイクルした資源の量

名称

A

B

C

施策統括部

施策主管課

関係課

D

E
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３　施策の特性・状況変化・住民意見等
【１】　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、県がやるべきこと、国がやるべきこと）

【２】　施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？（平成27年度を見越して）

【３】　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？

【１】　施策の目標達成度（25年度目標と実績との比較）

Ａ → × 【　一人当たりのごみの量（年）　　　　　　　　　　　　　　　　 】

：

Ｂ → × 【　事業所から出るごみの総排出量　　　　　　　　　　　　　 】
：

Ｃ → ×
：

※○；目標達成　△；目標をほぼ達成（－5％程度）　×；目標を未達成

A）ごみ減量化の啓発を図ってきたが、上手く市民へ伝わっ
ておらず、ごみの減量化に至っていない。平成２１年度から
２５年度にかけては僅かに増加の傾向にある。
B）平成18年度に行なった分別の巡回指導、処理料金の改
定により減少したが、平成21年度以降事業所数の増と経済
活動の活発化により増加している。また、平成23年度から事
業所の紙ごみの焼却処理を行なわないこととしたが減少に
は至っていない。
C）平成24年度から２５年度にかけて、家庭から出る資源物
A～Jは微増している。一方で、子ども会組織率の低下等に
より再生資源回収団体の回収量は伸び悩んでいる。

【　一人当たりのリサイクルした資源の量　　　　　　　　　　　　】

目標値168.4㎏に対し実績値は198.8㎏であり、達成度は84.7％であった。

目標値1,545ｔに対し実績値は2,004ｔであり、達成度は77.1％であった。

目標値45.2㎏に対し実績値は41.2㎏であり、達成度は91.1％であった。

（１）平成25年度経営方針である、　①「ごみ分別の徹底と再生資源の集団回収を更にすすめる」については、ごみの分別や減量化の推進で、一
定の市民の意識は高まってきている。しかし、可燃ごみとして排出される中に、雑紙・その他の紙とプラスチック類が相当混じっているので、このこ
とについては、今後きっちり啓発していく。各地域の子ども会、老人会や地域自治会等の団体が行なう資源回収に対する助成事業を行なってい
る。今後も出前講座等の機会を捉え啓発等推進していく。
②「生ゴミの減量化につながる生ごみ処理機などの普及拡大については引き続き推進していく。」については、家庭で身近に出来る生ごみの減
量対策として、平成24年度からは生ごみ処理機器設置助成事業の電動式、コンポスター、EM容器の対象機器にダンボールコンポストを追加し、
より市民に選んでもらい取り組むこととした。今後も取組みに繋がるよう市民へ啓発していく。
③「環境美化推進員によるごみ減量化啓発活動の充実を図る。」については、地域のごみの減量化、再資源化、環境美化等に地域住民と一体と
なり、快適なまちづくりを目指しすためそのリーダ的役割を担ってもらう。平成25年度は具体的な取り組みを説明し、更に先進事例の紹介を行な
い資質の向上を図った。今後は、市のごみ減量への取り組みを周知し地域で活動できるよう推進していく。
④「レジ袋削減とマイバッグ持参運動の推進を図る。」については、平成22年９月に合志市レジ袋削減推進協議会を立ち上げ取り組みを協議し、
レジ袋削減のためのマイバッグ持参運動の周知啓発を行なった。レジ袋有料化に取り組んでいる7事業所のマイバッグ持参率は平均82.0％(目標
80％）で、今後も有料化に取組む事業者へ啓発及び市民のマイバッグの持参の向上等推進していく。
（２） 事務事業貢献度評価の結果では、平成２５年度施策の成果を向上させるために最も貢献した事務事業として、不法投棄対策事業があげら
れ、貢献した事務事業には、環境美化推進員活動事業があげられた。

廃棄物の抑制とリサイクルの推進

【２】　施策の振り返り（施策の方針、経営方針の達成度等）

施策マネジメントシート２（25年度目標達成度評価）

・議会からごみの減量計画・取り組みについて、ゴミにならない買い物の工夫(過剰包装の抑制など)並びに事業所のゴミ減量を進
めるよう意見があった。
・議会から、熊本市でごみ袋が有料化されるが、合志市のごみが増えないか心配であるとの意見があった。また、ごみ袋の料金の
見直しを進めるよう意見があった。
・議員及び環境団体からごみの減量・リサイクルの推進啓発のための環境フェスタの継続開催の要望があった。
・住民から不法投棄について片付けて欲しいという要望があった。
・市民ワークショップで、「資源ごみの持ち去り対策が必要」「ごみ分別の細分化は手間がかかる・わかりにくい」との意見があった。
【平成25年度の施策評価（24年度振り返り）における議会意見】
１．ごみ分別の更なる細分化及びごみ袋の料金改定について議論を始める時期ではないか。
２．資源ゴミのストックヤード設置の検討が必要である。
【平成25年度の施策評価（24年度振り返り）における総合政策審議会意見】
１．環境美化推進員の更なる活動の充実を図ること。
２．事業所ゴミの減少に向けた対策強化を図ること。

４　施策の評価

・市民は、必要以上にものを消費しないことや家電製品等を修理して使うことなど廃棄物の発生を抑制する。
・市民と事業所は、ごみの分別やごみの減量化に取り組む。
・地域では、リサイクル再資源化に協力する。
・ごみ出しのルールを遵守する。

・市は、ごみ出しルールの決定、分別やごみ減量のための市民や事業所への周知、指導助言を行なう。
・市は、計画的にごみを収集し、ごみの適正処理（資源のリサイクル等）を行なう。
・市は、受益者負担の適正化を図る。
・県は、公共関与による産廃処理場等の整備を推進する。
・国は、循環型社会を構築する。

・人口が増えることによりごみ量も増えることが懸念される。
・環境保全組合の清掃工場では、再減量化計画に基づき当面現施設での延命化を図るが、平成３２年度に処理能力を超える見込みであり、構成
市町でさらなるごみの減量化への取り組みが求められる。
・構成市町のごみ量推計により、平成32年度までは現清掃工場での処理が可能となっているが、平成33年度の供用開始に向けた新環境工場建
設への事務が進められ、平成25年2月に合志地区が新環境工場建設候補地として決定した。平成25年度には、建設候補地地元地区6地区への
説明会を菊池環境保全組合と共催にて実施した。今後、詳細な測量が行われた後、施設配置の検討が行われ建設地が確定していくことと成る。
建設予定地が決定した後は、地権者に対して用地買収へ向けた丁寧な説明を行なっていく予定である。また、機種検討については、平成２３年１
月５日から検討に入り、各種処理方式と最終処分場の規模等の試算（焼却灰等残渣物のリサイクルの程度による）、トータルコスト費用の試算及
びＰＦＩ等の運営方式の協議が行なわれている。
・2011年(平成23年)の地上波アナログ放送停止に伴い、テレビの不法投棄の増加が予測される。
・合志市のごみ袋が近隣市町より安価となったこと等により、総合的に検証し見直しの検討を始める必要がある。
・ごみ一時保管所（ごみステーション）の資源物の持ち去り行為については、市のごみ処理やリサイクルの推進に対する信頼の低下につながるた
め、合志市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正し、持ち去り行為を禁止する規定及び罰則規定を追加し、平成２３年４月１日から施行し、
罰則規定周知のため、１０月１日から本格施行した。

※左記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

－ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｰﾄ2(評価の部) －



②　総合政策審議会での指摘事項(平成26年8月6日、8月12日、27日まとめ）

・分別の徹底と減量化への啓発、市民意識向上が必要。
・ストックヤードの設置が必要。

６　次年度に向けた取り組み方針
●　政策推進本部　平成26年度合志市経営方針(平成26年10月7日）

１．ごみ減量化に向けた分別の徹底を推進する。
２．引き続き、生ごみの減量化につながる対策と普及拡大を推進する。
３．環境美化推進員等を通じた市民に対するごみ減量化啓発活動の充実を図る。
４．再生資源集団回収団体に対し、再生資源保管所等の整備を進める。

③　議会の行政評価における指摘事項(平成26年9月10日）

廃棄物の抑制とリサイクルの推
進施策マネジメントシート２（25年度目標達成度評価）

【３】　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

５　施策の25年度結果に対する審査結果

・ごみ減量のための啓発、方法を先進地から学び活用すること。
・ごみを一時的に保管できる場所の設置を検討すること。

・清掃工場等の状況や維持経費に関することなど、ごみの分別、減量等に関する情報をどんどん市民に発信する。また、アイデ
アの募集、減量化コンテスト等を実施して、ごみの削減や意識の啓発を進める。
・ごみの再減量化計画に基づき、ごみ分別の徹底とさらなるごみ減量化に取り組む。また、各区で実施される清掃作業等に積極
的に参加したり、ごみステーションにおいてごみの分別、減量化、資源化の徹底を図ります。いかに一人当たりのごみ量を抑える
かの取り組みが必要である。
・新清掃工場の建設に向けて、候補地の選定、用地の確保等に相当の期間が必要になることが予想され、早急に取り組む必要
がある。
・地上波アナログ放送停止に伴うテレビの不法投棄の増加について、適切な処分の徹底を啓発する必要がある。
・熊本市のごみ袋有料化による影響などから、本市のごみ袋料金を検討する必要がある。
・ごみの発生を抑制するため、ダンボールコンポストのさらなる普及を促進する。
・リサイクルのストックヤード(一時的に保管しておく場所)を市が設置し、市民に還元するリサイクルの仕組みを検討する。

①政策推進本部での指摘事項（施策目標達成度評価結果報告を受けて・・・平成26年7月7日）

・ごみ減量化については、市民への更なる周知と、参加しやすい取り組みの検討が必要。
・再生資源の地域における集団回収を更に進めていくことが必要。
・生ごみの減量化について、検討が必要。

－ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｰﾄ2(評価・審査の部)－



#

82.2

２１年度
現状値

42.0

２１年度
現状値

196.8

1,755

実績値
C

（成り行き値）目標値

(90) 76 (90) 74 (90) 72

実績値 72 70 65
B

廃棄物の適正処理に関す
る苦情処理件数

件
（成り行き値）目標値 (90) 80 (90) 78

94

(50) 43
実績値 56 54 3343

A 不法投棄発生件数 件
（成り行き値）目標値 (51) 47 (50) 47

実績値

（成り行き値）目標値

実績値

（成り行き値）目標値

(43.5) 46.4 (44.0) 47.5
実績値 40.4 41.9 41.2

23年度 24年度 25年度

㎏
（成り行き値）目標値 (42.0) 42.5 (42.5) 43.9 (43.0) 45.2

B

一人当たりのリサイクルし
た資源の量

対象 市民、市内事業所
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ごみを出さないようにする

23年度

C

B

A

A）不法投棄禁止看板の設置やパトロールの強化、土地所有者の不法投棄防止対策により、平成25年度は大きく減少し33件の不法投棄があった。
今後も不法投棄しやすい場所などへの禁止看板の設置やパトロールの強化、不法投棄しにくい環境づくりなどを進めていく必要がある。
B)苦情処理件数については、平成25年度は65件と減少したが、今後も環境美化及びゴミの減量化に対する市民の啓発を行い意識を高めていく必
要がある。

基本事業名 廃棄物の適正処理

対象

A

C

・市民
・一般廃棄物・産業廃棄物

８　基本事業の25年度の振り返り（目標達成度評価）と27年度に向けての課題

７　基本計画期間における基本事業の目標設定（水準設定の理由と前提条件）
A:不法投棄しやすい場所などへの看板の設置やパトロールの強化、不法投棄しにくい環境づくりなどを進めることにより、平成２７年度には平成２１年度の水準を維
持できるとして４３件とした。
B:環境美化やごみの減量化に対する市民の意識の高まりによって減少するものとして、平成２７年度を72件と設定した。

施策マネジメントシート3(25年度目標達成度評価）

基本事業担当課 環境衛生課基本事業名 ごみの発生抑制

８　基本事業の25年度の振り返り（目標達成度評価）と27年度に向けての課題

A：市民と資源回収団体の積極的な取り組みによる分別回収の徹底を図ることにより微増していくものと考えて、平成27年度の目標値を44.5ｋｇと設定した。

意図
・不法投棄しない
・適性に処理される

基本事業担当課

成果指標名 単位 数値区分 23年度
２１年度
現状値

７　基本計画期間における基本事業の目標設定（水準設定の理由と前提条件）

22 環境衛生課

26年度 27年度

(50) 43 (50) 43

A)一人当たりのリサイクルした資源の量については、平成25年度は家庭から出る資源物A～Jは増加しており、再生資源回収団体の回収量は横ばい
であるが、全体として成り行き値及び目標値には達していない。今後はさらに市民と再生資源回収団体の積極的な分別回収への取り組みを推進し、
リサイクルの推進に繋げていく必要がある。

24年度 25年度

分別して排出する

環境衛生課基本事業担当課

26年度 27年度

７　基本計画期間における基本事業の目標設定（水準設定の理由と前提条件）
A：出前講座、減量化コンテスト、環境フェスタ、資源物回収運動の市民啓発、ダンボールコンポストの本格実施、生ごみ処理器設置事業補助制度の広報の強化等
によりさらなる減量に取り組むとして、平成27年度149.2ｋｇと設定した。
B：契約事業所の増も予想されるが、ごみ搬入検査や分別の徹底、資源化の推進等によりさらなるごみの減量化に取り組むことで、平成27年度の目標値を1,405ｔと設
定した。
C：環境フェスタや資源物回収運動の市民啓発や出前講座などの広報活動と今後、ダンボールコンポストモニター事業をダンボールコンポスト購入助成事業として取
り組むことにより、平成２７年度は、85.5％と設定した。

成果指標名 単位 数値区分

意図

８　基本事業の25年度の振り返り（目標達成度評価）と27年度に向けての課題

意図

21

A)市民一人当たりのごみの量については、合併後の平成19年度から20年度にかけて減少したが、その後平成21年度から2５年度にかけては僅かに増加傾向にあ
る。今後、減量化に取り組んで貰うため市民への意識改革を行っていく必要がある。また併せて、減量化に効果がある再生資源集団回収や生ごみ処理機の助成制
度の啓発に努めていく。環境フェスタの開催については、平成24年度は隔年開催としたが一部環境団体からの継続開催の意見もあり、協議した結果毎年開催するこ
ととなった。
B)事業所から出るごみの総排出量については、平成18年度に行った処理料金の改定により減少したが、平成21年度以降事業所の増と経済活動の活発化により増
加している。また、平成23年度から事業所の資源物の古紙の焼却処理を行わないこととしたが減少には至っていない。27年度に向けて事業所個別に訪問する等啓
発を推進していく。
C)ごみの減量に取り組んでいる世帯の割合は、着実に増えてきているが、25年度は横ばいであった。平成25年度においても、環境フェスタにおける啓発、再生資源
回収運動の推進を行なった。27年度にむけて、生ごみ処理機器設置助成事業のPR啓発を行っていくし、環境フェスタの開催についても他行事との共同開催により
集客数の増を検討する

基本事業名 リサイクルの推進

対象 市内全域（財産）・市民・来訪者

成果指標名

一人当たりのごみの量
(年）

単位

㎏

数値区分

（成り行き値）目標値

実績値
（成り行き値）目標値

実績値
（成り行き値）目標値

実績値

24年度 25年度

(1,700) 1,685
1,784

(83.0) 83.5
83.0

26年度 27年度

(196.0) 187.4
197.1

(196.0) 177.9
198.7

(196.0) 168.4
198.8

(196.0) 158.8

(83.0) 84.0
84.3

(1,600) 1,545
2,004

(83.5) 84.5
83.8

(196.0) 149.2

(1,500) 1,405

(84.0) 85.5

事業所から出るごみの総
排出量
ごみの減量に取り組んでいる
世帯の割合

ｔ

％

(1,550) 1,475

(83.5) 85.0

(1,650) 1,615
1,904

－ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｰﾄ3－


